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年
金
額
ア
ッ
プ
・
年
金
の
受
給
資
格
を
得
ら
れ
る「
後
納
制
度
」が
始
ま
り
ま
す

国
民
年
金
保
険
料
の
納
め
忘
れ
が
あ
る
皆
様
へ

「
後
納
制
度
」と
は
？

　

こ
れ
ま
で
は
、国
民
年
金
保
険
料
を
納
付

で
き
る
期
間
は
保
険
料
の
納
期
限（
納
付
対

象
月
の
翌
月
末
）か
ら
２
年
間
と
な
っ
て
い

ま
し
た
が
、平
成
23
年
８
月
10
日
に
公
布
さ

れ
た
年
金
確
保
支
援
法
に
よ
り
、平
成
24
年

10
月
１
日
か
ら
平
成
27
年
９
月
30
日
ま
で

の
３
年
間
に
限
り
、国
民
年
金
保
険
料
を
納

付
で
き
る
期
間
が
２
年
間
か
ら
10
年
間
に

延
長
さ
れ
る
こ
と
が
決
ま
り
ま
し
た
。こ
れ

を「
後
納
制
度
」と
い
い
ま
す
。

後
納
制
度
の
メ
リ
ッ
ト

　

後
納
制
度
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、

①
将
来
受
け
取
る
年
金
額
が
増
額
で
き
ま

す
。

②
年
金
の
受
給
資
格
が
得
ら
れ
る
可
能
性

が
あ
り
ま
す
。

③
第
三
号
被
保
険
者
期
間
の
不
整
合
記
録

で
２
年
以
上
前
の
保
険
料
未
納
期
間
に
つ

い
て
、納
付
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ご
利
用
い
た
だ
け
る
方

①
20
歳
以
上
60
歳
未
満
で
、10
年
以
内
に
未

納
期
間
や
未
加
入
期
間
を
お
持
ち
の
方

②
20
歳
以
上
65
歳
未
満
で
、①
の
期
間
の
ほ

か
国
民
年
金
の
任
意
加
入
を
し
て
い
た
期

間
に
未
納
期
間
が
あ
る
方

③
65
歳
以
上
で
、年
金
受
給
資
格
が
な
く
①

や
②
の
期
間
が
あ
る
方

※
す
で
に
老
齢
基
礎
年
金
を
受
給
し
て
い

る
方
は
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

お
申
し
込
み
い
た
だ
く
際
の
注
意

事
項

①
古
い
月
分
か
ら
順
番
に
納
付
す
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

②
保
険
料
の
追
納
と
同
様
に
、当
時
の
保
険

料
の
額
に
一
定
の
金
額
が
加
算
さ
れ
ま
す
。

※
な
お
、後
納
制
度
を
利
用
す
る
た
め
に
は

事
前
の
お
申
し
込
み
が
必
要
と
な
り
、利
用

で
き
る
か
審
査
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に

な
り
ま
す
。審
査
の
結
果
、後
納
保
険
料
を

納
付
い
た
だ
け
な
い
場
合
が
ご
ざ
い
ま
す

の
で
左
記
国
民
年
金
保
険
料
専
用
ダ
イ
ヤ

ル
ま
た
は
お
近
く
の
年
金
事
務
所
へ
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
国
民
年
金
保
険
料
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

　
　

☎
0
5
7
0
―
0
1
1
―
0
5
0

　
　

（
0
5
0
ま
た
は
0
7
0
か
ら
は
じ
ま
る
電

話
で
お
か
け
に
な
る
方
）

■
受
付
時
間

　

月
〜
金
曜
日
：
午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5

時
15
分

　

た
だ
し
、月
曜
日（
月
曜
日
が
休
日
の
場

合
は
火
曜
日
）は
午
後
7
時
ま
で

　

第
２
土
曜
日
：
午
前
9
時
30
分
〜
午
後
4

時
ま
で

　
（
祝
日
、平
成
24
年
12
月
29
日
〜
平
成
25

年
1
月
3
日
は
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
せ
ん
）

■
お
問
い
合
わ
せ
の
際
は
、基
礎
年
金
番
号

が
分
か
る
も
の（
年
金
手
帳
等
）を
ご
用
意

く
だ
さ
い
。

「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
」で
い
つ
で
も

最
新
の
年
金
記
録
が
確
認
で
き
ま

す
！

利
用
す
る
た
め
に
は
、「
登
録
」が
必
要

で
す

　

日
本
年
金
機
構
の「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
」

サ
ー
ビ
ス
で
は
、自
分
の
年
金
記
録
が
い

つ
で
も
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
確
認
で
き
ま

す
。平
成
23
年
4
月
以
降
の「
ね
ん
き
ん
定

期
便
」を
受
け
取
っ
た
方
は
、「
ね
ん
き
ん

定
期
便
」に
記
載
さ
れ
て
い
る
ア
ク
セ
ス

キ
ー
と
い
う
17
桁
の
数
字
を
使
っ
て
登
録

す
れ
ば
、す
ぐ
に
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
で
き

ま
す
。

　

初
め
て「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
」を
利
用
す

る
と
き
は
、日
本
年
金
機
構
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト
の「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
」ペ
ー
ジ
に
ア
ク

セ
ス
し
、「
新
規
ご
利
用
登
録
」を
選
び
ま

す
。ご
利
用
登
録
の
ペ
ー
ジ
か
ら
、基
礎
年

金
番
号
、氏
名
、生
年
月
日
、性
別
、住
所
、

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
な
ど
の
情
報
を
入
力
し

て
、登
録
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
」（　

http://w
w
w
.nenkin.go.jp/n_net/

）

の
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
☎
0
3
―
6
7
3
1
―
2
0
1
5

年
金
役
立
ち
情
報
！
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